
工事名 市道鳥矢森３号線道路改良工事 工事場所 一関市室根町矢越字鳥矢森地内 開札年月日 令和6年7月29日
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　土留側溝工で使用する擁壁の製品単価について、斜切り割増がなさ
れているのでしょうか。
　また、斜切り割増がなされていない場合、変更契約の対象となるので
しょうか。ご教示願います。

　間接工事費の被災地補正について、共通仮設費及び現場管理費の
補正係数をご教示願います。

　土留側溝工で使用する擁壁の製品単価は、斜切り割増はしておりませ
ん。
　また、設計変更の対象となるかは受注者と協議の上、決定したいと考え
ております。

　本工事は、岩手県県土整備部週休２日工事実施要領に定める「週休２
日工事(発注者指定型)」であります。
　よって単価補正及び経費補正の両方計上しております。

　週休２日工事の単価補正はありでしょうか。経費の補正のみでしょう
か。ご教示願います。

　本工事は東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛を適用
して積算しております。
　よって被災地補正を計上しております。
　・共通仮設費：補正係数　1.3
　・現場管理費：補正係数　1.1

質問回答書

質　問 回　答

　経費の施工地域区分ですが、一般交通影響有りでしょうか。補正な
しでしょうか。ご教示願います。

　施工地域区分の補正は計上しておりません。
　なお、地域補正の適用の有無については、令和６年４月より、「特記仕
様書第14条　その他」の「10　その他の特記事項」に記載しております。


